
学校給食用物資納入業者登録申請要領 
令和７・８年度に越谷市教育委員会が発注する学校給食物資の納入を希望する方は、下記によ

り関係書類を提出してください。           
なお、今回の申請による有効期限は、令和７年(2025 年)４月１日から令和９年(2027 年)３月３

１日までの２年間です。        
   

記 
1 申請書の受付期間  
2 令和６年(2024 年)１０月１日(火)～１１月２９日(金)まで  
3 土曜日・日曜日、祝日を除く午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分  
4 受付場所        

給食課(越谷市役所第２庁舎３階、越谷市教育委員会内)   
電話０４８－９６３－９２９３     

5   提出書類等           
別紙「登録関係一覧表」のとおり      

6   申請資格           
（１） 学校給食の公共性を認識していると共に、学校給食を理解し、協力的であること。 
（２） 原則として、越谷市および近郊に本店、支店、営業所、工場等固定した事業施設が有り、

迅速で確実な連絡設備を有していること。    
（３） 引き続いて２年以上の営業経歴があり、営業内容も堅実で社会的な信用を有しているこ

と。        
（４） 品質管理が確実に行なわれ、製造から保管、配送に至るまで食品の安全と衛生管理が徹

底されていると共に、従業員の健康管理が十分に行なわれていること。 
（５） 衛生管理上必要な倉庫、冷蔵庫及び冷凍庫等の設備を有していること。 
（６） 仕入れ及び製造加工能力が有り、所要量を確実に供給できること。  
（７） 指定した期日、時刻及び場所に納入できる配送能力を有していること。 
（８） 保健所の食品衛生監視評点が良好であること。    
（９） 食品に関する法律及び諸規定が遵守されていること。    
（１０）納税義務が履行されていること。      
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